
まちなかで店舗や事務所を新たに開業する事業者を応援します！

令和 

7年度
前橋市まちなか

開業支援補助金

027-210-2188 (直通) nigiwai@city.maebashi.gunma.jp

問い合わせ先：前橋市 産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係

まちなかで新たに店舗やオフィスを開業し、魅力創出に寄与する事業者を対象に、 
開業にかかる経費の一部を補助します！

申請期間

対象者

令和7年4月1日から令和8年2月28日まで 
※ 令和8年3月31日までに開業し、支払いが完了するものが対象です。

次のすべての条件に該当する事業者が対象です。 
 ・対象区域内の開業で、まちなかの魅力創出に寄与する意欲があること 
 ・開業後は週4日以上かつ1日あたり2時間以上営業を行うこと 
 ・対象事業が着手する前であること 
 ・風営法関連業種ではないこと

対象区域 前橋市アーバンデザイン策定区域 
（約158ha） 補助上限額（補助率：1/2）

対象事業
・改装工事（内装、外装、空調、電気、給排水設備工事等） 
・備品購入（耐用年数1年以上で単価10万円を超えるもの）

開業場所 昼間主 夜間主

指定通り以外の1F以外 50万円 25万円

指定通り以外の1F 
指定通りの1F以外 80万円 40万円

指定通りの1F 100万円 50万円
※上記の他、本市が定める物件要件を満たし、かつ、本市が設ける審査により適合と 
　判断された事業は、前橋市アーバンデザイン加速化事業として補助上限額が200万 
　円となります。(予算により採択される事業の件数は限られます。)

飲食業・小売業・生活関連サービス業の方は、 
前橋版電子地域通貨　　　　　　　　　の加盟店となることが条件です。

加盟申込みは 
こちらから▶

※対象となる経費は税抜額での計算となります。　　※いずれも市内業者への発注が原則です。

まちやど型
地域に根付いた宿泊施設「まちやど」の開業を支援します。 
「まちやど」とは、まちを一つの宿と見立て、まちぐるみで宿泊客を 
もてなすことで地域価値の向上を図る事業のことです。 
本補助金における「まちやど」は、継続的にさまざまなソフト事業 
(まち歩き企画やオリジナルMAP発刊など)を実施することが条件となります。

補助上限額　200 万円 ※「まちやど」は、一般社団法人日本まちやど協会の商標です。



補助金交付までの流れ

申請に必要な書類

補助金支払い実績報告事業実施交付申請

交付決定 現地確認・交付確定

下記の書類を作成し 
にぎわい商業課に提出
してください。

対象事業に着手し、 
工事完了後には速やか
にご連絡ください。

実績報告書等を作成し 
にぎわい商業課に提出 
してください。

補助金は、交付確定後 
2～3週間程度で口座に
振り込みとなります。

前橋市HPから 
ダウンロード

⬜ 交付申請書兼誓約書　　　　⬜ 資金計画書　　⬜ 収支計画書　　⬜ 収支予算書 
⬜ 消費税等課税区分届出書　　⬜ 補助金交付可否決定前の同意書

ご自身で 
用意するもの

⬜ 計画図面　　　⬜ 対象経費の見積書　　⬜ 現在の物件写真 
⬜ 登記簿謄本（法人）／ 履歴書及び身分証明書（個人） 
⬜ 営業内容が分かる資料（企画書、メニュー表など） 
⬜ 開業場所が分かる資料（周辺地図、賃貸借契約書など） 
⬜ 【飲食業の場合】保健所で取得する「照合済書」

指定通りの1Fで 
開業する場合

様式ダウンロードは 
こちらから

〈注意事項〉 
・予算額に達した時点で受付を締め切ります。　・工事等を開始する前に申請が必要です。　・現地確認は申請者の立会が必要です。 
・補助事業の遂行に関する説明及び実地調査を求められた場合は、これに応じなければなりません、 
・その他、詳しくは補助金交付要項をご確認ください。

⬜ 中小企業診断士の診断・助言申請書 
⬜ 前橋市アーバンデザイン適合審査・助言申請書 
⬜ 前橋市アーバンデザイン適合申告書

指定通りの1Fで開業する方は、下記の審査を受け、適合となる必要があります。
・経営診断（群馬県中小企業診断士協会） 
中小企業診断士による創業や経営に関する診断を実施します。（開業後3年間） 
・前橋市アーバンデザイン審査（前橋デザインコミッション） 
官民連携したまちづくりの指針である「前橋市アーバンデザイン」の視点から、 
店舗の計画や機能について、審査を実施します。

リノベパートナー登録制度 まちなかで使える補助制度など
リノベパートナー登録制度とは、まちなかの遊休 
不動産オーナーと出店希望者のマッチングをサポ 
ートする事業者を登録する制度です。

リノベパートナー 
登録事業者

前橋市 
ホームページ

まちなかで1年以上営業する店舗等に対する支援や実店舗開業に 
向けたチャレンジ出店に対する支援など、幅広い補助制度を 
用意しています。詳しくはお問い合わせください。

027-210-2188 (直通) nigiwai@city.maebashi.gunma.jp

問い合わせ先：前橋市 産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係

既存店支援 スモールビジネス支援 リビルド支援


